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特定の診療科の医師に基本給を増やしたという 16 施設について、「特定の診療科」の内

容をみると、「医師事務作業補助体制加算」の届出施設（9 施設）では「整形外科」（5 施設、

55.6％）が最も多く、次いで「内科」（4 施設、44.4％）、「脳神経外科」（3 施設、33.3％）、

「外科」（2 施設、22.2％）、「小児科」「救急科」（それぞれ 1 施設、11.1％）であった。「ハ

イリスク分娩管理加算」の届出施設（6 施設）では「産科・産婦人科」（5 施設、83.3％）が

最も多く、次いで「小児科」（2 施設、33.3％）であり、「内科」、「精神科」、「外科」、「脳神

経外科」および「整形外科」がそれぞれ 1 施設、16.7％であった。 

 

図表 51 基本給を増やした「特定の診療科」（複数回答、施設基準届出別） 
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16 5 1 3 3 4 6 5 1 4
全体 100.0 31.3 6.3 18.8 18.8 25.0 37.5 31.3 6.3 25.0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1入院時医学管理加算
届出施設 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

9 4 0 1 2 3 5 0 1 0医師事務作業補助体
制加算届出施設 100.0 44.4 0.0 11.1 22.2 33.3 55.6 0.0 11.1 0.0

6 1 1 2 1 1 1 5 0 3ハイリスク分娩管理加
算届出施設 100.0 16.7 16.7 33.3 16.7 16.7 16.7 83.3 0.0 50.0
（注）表中の上段数値の単位は「件」、下段数値の単位は「％」である。 
 


